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午前10時（受付開始 午前9時）

Contents

第163 回
定時株主総会
招集ご通知
■ 開催日時

東京都港区浜松町二丁目3番1号
日本生命浜松町クレアタワー　5階
浜松町コンベンションホール�
大ホール

■ 開催場所

2026年6月24日（水曜日）
午後5時45分まで

■ 議決権行使期限

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意�
はございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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証券コード：5232
2026 年６月３日

（電子提供措置の開始日　2026年５月27日）

東京都港区東新橋一丁目９番２号

	 取締役社長　諸橋　央典

第163回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第163回定時株主総会を下記により開催いたしますから、ご通知申し上げます。
本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっ

ており、インターネット上の以下のウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.soc.co.jp/ir/document/info05-2/

また、上記ウェブサイトのほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

�（上記ウェブサイトにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「住友大阪セメント」または「コード」に当社証券
コード「5232」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご覧下さい。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら後掲の株主総会参考書類をご検討下さいまして、３頁および４頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、
来る2026年６月24日（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使賜りたくお願い申し上げます。

敬　具

記
1．日　　時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2．場　　所 東京都港区浜松町二丁目３番１号

日本生命浜松町クレアタワー　５階　浜松町コンベンションホール　大ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい｡）

株 主 各 位

招集ご通知
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3．目的事項
報告事項 1．第163期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第163期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただい
た株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は、次の事項を含む監査対
象書類を監査しております。

　・事業報告のうち、会社の体制および方針
　・連結計算書類のうち、連結株主資本等変動計算書および連結注記表
　・計算書類のうち、株主資本等変動計算書および個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載
させていただきます。

◎本総会の模様の一部は、後日、上記の当社ウェブサイトにて動画配信いたします。

電子提供制度
（書面交付請求を含む。）
に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部　専用コールセンター

受付時間　9：00～17：00（土・日・祝日および12/31～1/3を除く。）

フリーダイヤル　0120-782-031
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書面にて行使いただく場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出下さい（ご捺印は不要です。）。
なお、株主様でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主様
以外の方はご入場いただけませんので、ご注意下さい。

2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）株主総会開催日時

各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、切手を貼らずにご投函下さい。

2026年６月24日（水曜日）午後５時45分必着行使期限

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使についてのご案内

インターネット等にて行使いただく場合

インターネット等により議決権を行使される場合は、議決権行使ウェブサイトにアクセスして
いただき、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使ウェブサイトアドレス

スマートフォン、タブレット端末で議決権を行使される場合は、「スマート行使」をご利用下さい。

2026年６月24日（水曜日）午後５時45分まで

https://www.web54.net 

行使期限

インターネット等による議決権行使のご案内については次頁をご参照下さい。

【議決権行使のお取扱いについて】
・書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
・�書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、
インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

3
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インターネット等による議決権⾏使のご案内
QRコードを読み取る方法
「スマート⾏使」

議決権⾏使コード・パスワードを
入力する方法

インターネット等による
議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート専用ダイヤル
フリーダイヤル 0120-652-031 （受付時間９：00〜21：00）

議決権⾏使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向
けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行
使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行
使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

2 　以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見本 見本

4 　以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net
1 　議決権行使ウェブサイトにアクセスして下さい。

「次へすすむ」を
クリック

3 　�議決権行使書用紙に記載された	
「パスワード」をご入力下さい。

「登録」をクリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定して下さい。

2 　�議決権行使書用紙に記載された	
「議決権行使コード」をご入力下さい。

「ログイン」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

1 　�議決権⾏使書⽤紙右下に記載のQRコードを読み取って下さ
い。

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から
電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

以　上
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第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、安定的かつ継続的な配当を基本としつつ、当期の業績と今後の事業環境等を

勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。なお、当期は、中間配当金として１株につき60円をお支払いした

ことから、年間の配当金は前期同様１株につき120円となります。

（1）配当財産の種類

金銭

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき60円　総額1,905,556,380円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月26日

ご参考
<利益配分に関する方針>

当社は、株主の皆様への利益配分を、基本的には、収益に対応して決定する重要事項であると認識しておりま

す。この収益を将来にわたって確保するためには、装置産業であるセメント製造業として、不断の設備の改善・

更新の投資が必要であり、このための内部留保の拡充も不可欠のことと考えております。以上の観点から利益

配分に関しては、安定的・継続的な配当を、事業環境、今後の見通し、前期配当等を総合的に判断して決定し

ていく方針であります。

議案および参考事項
株主総会参考書類

5
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第２号議案 取締役10名選任の件
　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期が満了し、また、経営監督機能の強化を図るため、社
外取締役1名を増員することから、取締役10名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 性別 当社における地位および担当 取締役会への

出席状況

1 諸
もろ

 橋
はし

　央
ひろ

 典
つね

再任 男性 代表取締役
取締役社長

16回／16回
（100％）

2 土
ど

 井
い

　良
りょう

 治
じ

再任 男性
代表取締役
取締役専務執行役員
［サステナビリティ推進部、
セメント・コンクリート研究所　各担当］

16回／16回
（100％）

3 関
せき

 本
もと

　正
まさ

 毅
き

再任 男性
取締役専務執行役員
［法務部、企画部、管理部、
デジタル推進部　各担当］

16回／16回
（100％）

4 小
お

 野
の

　昭
あき

 彦
ひこ

再任 男性
取締役常務執行役員
［高機能品事務所、高機能品事業部、
高機能品研究所　各担当、
高機能品事業本部長］

16回／16回
（100％）

5 眞
ま

 鍋
なべ

　良
よし

 彦
のり

新任 男性
常務執行役員
［国際部、資材部、セメント統括部、
セメント営業部、物流部　各担当、
セメント事業本部長］

6 横
よこ

 堀
ぼり

　哲
てつ

 生
お

新任 男性

常務執行役員
［企画部、デジタル推進部、
エンジニアリング部、セメント統括部、
生産技術部、設備部、環境事業部　各担当、
セメント事業本部副本部長兼セメント統括部長］

7 牧
まき

 野
の

　光
みつ

 子
こ 再任  

社外  独立役員 女性 当社取締役 16回／16回
（100％）

8 稲
いな

 川
がわ

　龍
たつ

 也
や 再任  

社外  独立役員 男性 当社取締役 16回／16回
（100％）

9 森
もり

 戸
と

　義
よし

 美
み 再任  

社外  独立役員 男性 当社取締役 16回／16回
（100％）

10 堤
つつみ

 　 はゆる
新任  
社外  独立役員 女性

6
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1982年 ４月 当社入社
2012年 ６月 大阪支店長
2013年 ６月 執行役員
2016年 ６月 東京支店長
2017年 ６月 常務執行役員
2019年 ６月 取締役
2021年 ６月 代表取締役（現在に至る｡）
2021年 ６月 取締役社長（現在に至る。）

所有する当社株式の数

6,900株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）

諸
も ろ

 橋
は し

　央
ひ ろ

 典
つ ね

　（1959年８月19日生）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

（注）1．諸橋央典氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。諸橋央典氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

　長年にわたり主にセメント販売部門・人事部門に携わり、2021年からは取締役社長
として当社グループの経営全般を統括しており、豊富な経験と実績を有しております。
　上記の経験・実績に基づく、幅広い視野をもって経営に携わることにより、取締役会
の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。

■ 取締役候補者とした理由

1 再任

7
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（注）1．土井良治氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。土井良治氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

1986年 ４月 通商産業省（現経済産業省）入省
2015年 ７月 中小企業庁経営支援部長
2016年10月 当社執行役員
2016年10月 生産技術部担当部長
2017年 ６月 常務執行役員
2017年 ６月 栃木工場長
2019年 ６月 取締役
2020年 ６月 専務執行役員（現在に至る。）
2021年 ６月 代表取締役（現在に至る。）

［サステナビリティ推進部、セメント・コンクリート研究所　各担当］

土
ど

 井
い

　良
りょう

 治
じ

　（1961年４月８日生）

所有する当社株式の数

3,100株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

　長年にわたり経済産業省において主に産業政策等に携わるとともに、また、当社にお
いては、セメント生産部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。
　上記の経験・実績に基づく、生産・技術に関する高度な知見をもって経営に携わるこ
とにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。

■ 取締役候補者とした理由

2 再任
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1987年 ４月 当社入社
2015年 ６月 管理部長
2018年 ６月 執行役員
2018年 ６月 資材部長
2020年 ６月 常務執行役員
2021年 ６月 取締役（現在に至る。）
2024年 ４月 専務執行役員（現在に至る。）

［法務部、企画部、管理部、デジタル推進部　各担当］

所有する当社株式の数

2,200株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）
（注）1．関本正毅氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。関本正毅氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

関
せ き

 本
も と

　正
ま さ

 毅
き

　（1964年９月10日生）

　長年にわたり主に管理・資材部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。
　上記の経験・実績に基づく、財務・会計および資材調達に関する幅広い知見をもって
経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするも
のであります。

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

■ 取締役候補者とした理由

3 再任

9
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1988年 ４月 当社入社
2015年 ６月 環境事業部長
2018年 ６月 執行役員
2022年 ４月 常務執行役員（現在に至る。）
2024年 ６月 取締役（現在に至る。）
2026年 ４月 高機能品事業本部長（現在に至る。）

［高機能品事務所、高機能品事業部、
 高機能品研究所　各担当、高機能品事業本部長］

小
お

 野
の

　昭
あ き

 彦
ひ こ

　（1965年２月13日生）

所有する当社株式の数

2,100株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

4

（注）1．小野昭彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。小野昭彦氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

　長年にわたり主に管理・鉱産品事業・環境事業部門に携わり、豊富な経験と実績を有
しております。
　上記の経験・実績に基づく、財務・会計および事業運営に関する多角的な観点をもっ
て経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いする
ものであります。

■ 取締役候補者とした理由

再任
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（注）1．眞鍋良彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。眞鍋良彦氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

1987年 ４月 住友商事株式会社入社
2022年 ４月 当社国際部長
2023年 ４月 執行役員
2025年 ４月 常務執行役員（現在に至る。）
2026年 ４月 セメント事業本部長（現在に至る。）

［国際部、資材部、セメント統括部、セメント営業部、 物流部　各担当、
セメント事業本部長］

眞
ま

 鍋
な べ

　良
よ し

 彦
の り

　（1963年７月23日生）

所有する当社株式の数

800株
　長年にわたり住友商事株式会社において主に国内外のセメント販売に携わるととも
に、また、当社においては、国際部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。
　上記の経験・実績に基づく、販売の第一線で培った販売に関する幅広い知見をもって
経営に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするも
のであります。

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

■ 取締役候補者とした理由

5 新任
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6

1994年 ４月 当社入社
2017年10月 国際部長
2022年 ６月 岐阜工場長
2024年 ４月 執行役員
2024年 ４月 生産技術部長
2026年 ４月 常務執行役員（現在に至る。）
2026年 ４月 セメント事業本部副本部長兼セメント統括部長（現在に至る。）

［企画部、デジタル推進部、エンジニアリング部、
 セメント統括部、 生産技術部、設備部、環境事業部　各担当、
 セメント事業本部副本部長兼セメント統括部長］

横
よ こ

 堀
ぼ り

　哲
て つ

 生
お

　（1969年９月10日生）

所有する当社株式の数

2,890株
　長年にわたり主にセメント生産・国際部門に携わり、豊富な経験と実績を有しており
ます。
　上記の経験・実績に基づく、生産・技術に関する高度な知見をもって経営に携わるこ
とにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。

（注）1．横堀哲生氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。横堀哲生氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

■ 取締役候補者とした理由

新任
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1993年 ４月 日本放送協会静岡放送局契約キャスター
2000年10月 静岡放送株式会社（SBS静岡放送）契約リポーター
2009年 ４月 フリーアナウンサー（現在に至る｡）
2018年 ６月 当社取締役（現在に至る｡）

所有する当社株式の数

1,300株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）

（注）1．牧野光子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．牧野光子氏は、社外取締役候補者であります。
3．�牧野光子氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって８年であ
ります。

4．�牧野光子氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

5．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。牧野光子氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6．牧野光子氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

7 牧
ま き

 野
の

　光
み つ

 子
こ

　（1972年５月12日生）

　日本放送協会等においてニュースキャスター等を務めるなど、長年アナウンサーとし
ての経験を重ね、様々な業界の中小企業経営者への取材や企業における安全教育・コミ
ュニケーション研修等を多数行ってきており、特に、建設・土木関連の安全教育に携わ
るなかで、セメント業界関連の現場状況にも通じております。
　上記の幅広い経験と優れた見識を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保
および経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取
締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したため、選任をお願いするもの
であります。

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

社外再任 独立役員
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1983年 ４月 検事任官
2016年 ９月 最高検察庁公安部長
2017年 ３月 高松高等検察庁検事長
2018年 １月 広島高等検察庁検事長
2019年11月 弁護士登録（現在に至る｡）
2019年11月 高橋綜合法律事務所入所（現在に至る。）
2021年 ６月 当社取締役（現在に至る。）

所有する当社株式の数

700株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）

8 稲
い な

 川
が わ

　龍
た つ

 也
や

　（1956年９月13日生）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

（注）1．稲川龍也氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．稲川龍也氏は、社外取締役候補者であります。
3．�稲川龍也氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって５年であ
ります。

4．�稲川龍也氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

5．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。稲川龍也氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6．稲川龍也氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　広島高等検察庁等の検事長を歴任され、他の会社の社外監査役を務められたことによ
る優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保および
経営陣の監督に務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役と
しての職務を適切に遂行していただけると判断したため、選任をお願いするものであり
ます。

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

社外 独立役員再任
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1974年 ４月 株式会社関電工入社
2013年 ７月 同社常務執行役員 神奈川支店長
2014年 ６月 同社取締役常務執行役員
2015年 ６月 同社代表取締役
2015年 ６月 同社取締役副社長
2016年 ６月 同社取締役社長 社長執行役員
2020年 ６月 同社取締役副会長
2021年 ６月 同社代表取締役退任
2021年 ６月 同社取締役副会長退任
2021年 ６月 当社取締役（現在に至る。）所有する当社株式の数

5,300株
取締役会への出席状況

16回 ／ 16回（100％）

9 森
も り

 戸
と

　義
よ し

 美
み

　（1956年１月５日生）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

（注）1．森戸義美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．森戸義美氏は、社外取締役候補者であります。
3．�森戸義美氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって５年であ
ります。

4．�森戸義美氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

5．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。森戸義美氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6．森戸義美氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　株式会社関電工の取締役社長等を務められたことによる経営者としての優れた見識と
幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保および経営陣の監督に
務めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適
切に遂行していただけると判断したため、選任をお願いするものであります。

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

社外 独立役員再任
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1987年 １月 ブリティッシュ・カレドニアン航空（現ブリティッシュ・エアウェイズ）入社
1997年 ９月 スカイマークエアラインズ株式会社入社
1998年 ９月 株式会社アルク教育社入社
2002年 ９月 日本ロレアル株式会社入社
2007年 ３月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント入社
2012年11月 株式会社ハユルコーポレーション代表取締役
2014年 ５月 株式会社ライフコーポレーション社外取締役
2020年 ８月 OFFICE HAYURU代表（現在に至る。）
［重要な兼職の状況］
株式会社ワールド社外取締役所有する当社株式の数

0株

10 堤
つつみ

　は ゆ る　（1962年２月25日生）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

（注）1．堤はゆる氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．堤はゆる氏は、社外取締役候補者であります。
3．�堤はゆる氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定
であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

4．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。堤はゆる氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

5．堤はゆる氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　他の会社の社外取締役を歴任されていることに加え、経営者としての優れた見識と幅
広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性の確保および経営陣の監督に務
めていただくことが期待され、独立した客観的立場から社外取締役としての職務を適切
に遂行していただけると判断したため、選任をお願いするものであります。

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

社外 独立役員新任
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（ご参考）
１．本総会終結後の取締役のスキル・マトリックス（予定）
　当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等および各取締役との関係は、次の表のとおりです。なお、
本表は当社の取締役会が必要とする知識・経験・能力等の全てを表すものではありません。また、取締役の知識・経
験・能力等は主なものに○印をつけております。

氏　　名 会社における地位

知識・経験・能力等

企業経営 財務・会計 海　　外 人財開発
生産・
技術・
研究開発

営業・
マーケ
ティング

法務・知財・
コンプライ
アンス・
リスク管理

環境・
サステナ
ビリティ

DX・IT

諸　橋　央　典 代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 ○ ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　

土　井　良　治 代 表 取 締 役
取締役専務執行役員 ○ 　 ○ ○ 　 　 ○

関　本　正　毅 取 締 役
専 務 執 行 役 員 ○ ○ 　 　 　 ○ ○ ○ ○

小　野　昭　彦 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○

眞　鍋　良　彦 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ○ 　 ○ 　 ○ 　 　

横　堀　哲　生 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ○ 　 ○ 　 ○ ○ 　 ○ ○

牧　野　光　子 社 外 取 締 役 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　

稲　川　龍　也 社 外 取 締 役 　 　 　 　 　 　 ○ ○

森　戸　義　美 社 外 取 締 役 ○ ○ 　 ○ ○ ○ 　 　 　

堤　は　ゆ　る 社 外 取 締 役 ○ 　 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　

（注）1．本総会において第２号議案「取締役10名選任の件」が原案どおり可決された場合には、取締役の女性比率は20.0％（２名／10名）となります。
	 ２．�当社の取締役会が必要とする各スキルの選定理由につきましては、当社ホームページ「コーポレートガバナンス」をご参照下さい。	

https://www.soc.co.jp/company/governance/
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（ご参考）
２．「2026－28年度 中期経営計画」の策定
　当社グループは、「SOC Vision2035」の第２ステップとして事業ポートフォリオの変革推進をメインテーマに掲げた
「2026－28年度 中期経営計画」を策定いたしました。

（1）経営目標

（2）キャピタルアロケーション （3）政策保有株式の状況

72％

28％

71％

29％

71％

29％

63％

37％

100
650

00

営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益

利益推移

2023年度
（第161期）

2024年度
（第162期）

2025年度
（当期）

（億円）

2028年度
計画

153

9073
94 112

137

270
6.0

4.0

2.0

8.0

0.0

ROE ROIC

指標推移

2023年度
（第161期）

2024年度
（第162期）

2025年度
（当期）

（%）

2028年度
計画

8.1

5.8

4.7

1.8

3.3

9％以上

6％以上

2.4

セメント セメント以外

売上高推移・構成比

2023年度
（第161期）

2024年度
（第162期）

2025年度
（当期）

（億円）

2028年度
計画

2,555

2,195 2,2372,225

200

1,300

1,950

3002,600

※総還元性向
３カ年

平均50%以上を
目標とした

株主還元を継続

※利益成長、
政策保有

株式縮減等で
キャッシュ創出

in
（23-25累計）

in out out
（23-25累計）

（億円）

資産等売却
263

資産売却 130
資金調達 125

営業CF
1,031

営業CF
1,014

その他 152

設備投資・
海外投資等

1,059

設備投資
・海外投資

920

株主還元
210

株主還元
222

26－28年度計画
20

0 200

10

400

300

2023年度
（第161期）

2024年度
（第162期）

2025年度
（当期）

（%） （億円）

2028年度
計画

19.6
16.9 17.0

10％未満

政策保有株式 B/S計上額 政策保有株式/純資産比

2024年度（前期） 2025年度（当期）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計
上額の合計額
（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計
上額の合計額
（百万円）

非上場株式 39 1,872 39 1,904
非上場株式以外の株式 17 30,875 15 31,780

合計 56 32,747 54 33,684
連結純資産 ― 193,660 ― 197,948
連結純資産に占める
政策保有株式の比率 ― 16.9% ― 17.0%

※�政策保有株式とは、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
のうち、政策保有を目的とするものではなく、当社グループの企業価値
向上に向けた事業投資目的で保有する株式を除いた投資株式をいいます。	
なお、みなし保有株式に該当する株式は保有しておりません。
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1998年 ５月 徳島大学工学部教授
2006年 ４月 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授
2016年 ４月 徳島大学大学院理工学研究部教授
2017年 ４月 徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授
2022年 ７月 公益社団法人日本コンクリート工学会理事
2025年 ４月 徳島大学名誉教授（現在に至る。）

所有する当社株式の数

0株

橋
は し

 本
も と

　親
ち か

 典
の り

　（1959年６月11日生）

■ 略歴、地位および重要な兼職の状況

　大学の教授に加え、公益社団法人日本コンクリート工学会理事等を歴任されたことに
よる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務
を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。

■ 社外監査役候補者とした理由

（注）1．橋本親典氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．橋本親典氏は、社外監査役候補者であります。
3．�橋本親典氏は、過去において、当社と取引のある公益社団法人日本コンクリート工学会の
理事職にありましたが、当該取引の規模は、当社および同法人の事業規模に比して僅少で
あり、2025年度における同法人の経常収益に占める当社に対する経常収益の割合は、0.1
％未満、また、当社において同法人に対する売上はないことから、独立性を十分に有して
おります。

4．�橋本親典氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予
定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

5．�当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契
約を締結しております。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保
険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関
して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であること
を認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害について
は填補の対象としないこととされています。橋本親典氏は、当該保険契約の被保険者に含
められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6．橋本親典氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

第３号議案 監査役１名選任の件
　監査役 保坂庄司氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、監査役１名の選任をお願いする
ものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

社外 独立役員新任
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第４号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

　当社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）の報酬は、「基本報酬（金銭報酬）」、「短期インセンティブ（金
銭報酬）」および「長期インセンティブ（株式報酬）」で構成されております。取締役の報酬のうち「長期インセンテ
ィブ（株式報酬）」（以下「株式報酬」といいます。）につきましては、2020年６月26日開催の第157回定時株主総
会においてご承認いただきましたとおり、当社の取締役に対する、信託を用いた株式報酬制度（以下「本制度」とい
います。）を導入しておりますが、本議案は、本制度の内容を一部変更することについてご承認をお願いするものです。
　なお、その詳細につきましては、下記２．の枠内で取締役会にご一任いただきたく存じます。
　本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを
株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導
入しております。今般の一部変更は、本制度に新たに経営目標と連動する業績連動要素を追加することにより、取締
役に対して、より一層の業績目標の達成と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として
おります。
　本議案は、1994年６月29日開催の第131回定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬の限度額（月
額総額40百万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。）とは別枠で、2027年３月末日に終了する事業年度か
ら2029年３月末日に終了する事業年度までの３年間（以下「対象期間」といいます。）の間に在任する取締役に対し
て、変更後の本制度による株式報酬を支給するというものです。
　また、当社は、本議案の承認可決を条件として、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容
を変更することを2026年２月27日開催の取締役会において決議しております。変更後の取締役の個人別の報酬等の内
容に係る決定方針の内容の概要は、下記のご参考に記載のとおりとなります。本議案の内容は、変更後の当該方針に沿
って報酬等を支給するために必要かつ合理的なものであるため、本議案の内容は相当であると判断しております。
　なお、本総会において第２号議案「取締役10名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる
取締役は６名となります。
　また、本議案が原案どおり承認可決された場合、当社の執行役員に対して運用している株式報酬制度についても、
同様に一部変更する予定です。

1．提案の理由および当該報酬制度を相当とする理由

　変更後の本制度に係る報酬等の額および内容等は以下のとおりです。
（１）本制度の概要
　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（設定済みです。以下「本信託」といいます。）が当
社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に
対して交付される、という株式報酬制度です。
　なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

2．本制度における報酬等の額・内容等
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① 本制度の対象者 当社の取締役（社外取締役を除く。）

② 対象期間 2027年３月末日に終了する事業年度から
2029年３月末日に終了する事業年度まで

③ ②の対象期間において、①の対象者に交付するために必要
な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限 合計金210百万円

④ 当社株式の取得方法 自己株式の処分による方法または取引所市場（立
会外取引を含む。）から取得する方法

⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限 １事業年度あたり23,000ポイント

⑥ ポイント付与基準 役位および経営目標の達成度等に応じたポイン
トを付与

⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期 原則として退任時

（２）当社が拠出する金銭の上限
　当社は、設定済みの本信託の信託期間を延長するとともに、本制度により取締役に支給する株式報酬として交
付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金210百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取
締役に対する報酬として追加信託することといたします。本信託は、当社が信託した金銭を原資（上記のとおり
当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から本信託内に残存している金銭を含みます。）として、当社株式を
当社の自己株式の処分による方法または取引所市場（立会外取引を含みます。）から取得する方法により、取得し
ます。
　　（注）�当社が実際に本信託に追加信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理

人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。また、上記のとおり、執行役員に対して
運用している株式報酬制度についても同様に一部変更のうえ継続した場合は、執行役員に交付するた
めに必要な当社株式の取得資金もあわせて追加信託します。

　なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を５年以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い
本信託の信託期間を延長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することによ
り、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。）、本制度を継続することがあります。この
場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資
金として、当該延長分の対象期間の年数に金70百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加信託し、下
記（３）のポイント付与および当社株式の交付を継続します。
　また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既
にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の
交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
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（３）取締役に交付される当社株式の算定方法および上限
①　取締役に対するポイントの付与方法等
　�　当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定め
るポイント付与日において、役位および経営目標の達成度等に応じたポイントを付与します。なお、一部変更
後の初回の対象期間は、「連結ROIC（投下資本利益率）」・「セメント製造に関わるエネルギー起源CO₂排出原単
位」・「従業員エンゲージメント指数」・「女性管理職比率」を業績連動指標として採用する予定です。
　�　ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、１事業年度あたり23,000ポイントを上限とします。

②　付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
　�　取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます。
ただし、取締役が自己都合により退任する場合等には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消
滅し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとします。
　�　なお、１ポイントは当社株式１株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべ
き当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、１ポイントあたりの当社
株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。

③　取締役に対する当社株式の交付
　�　各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役が原則としてその退任時に所定の受益者確定手続を
行うことにより、本信託から行われます。
　�　ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で
本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当
社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株
式に代わり金銭で交付することがあります。

（４）議決権行使
　本信託内の当社株式に係る議決権は、当社および当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行
使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社
経営への中立性を確保することを企図しております。

（５）配当の取扱い
　本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等
に充てられます。
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（ご参考）
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

１．基本方針
　　当社の取締役の報酬決定に係る基本方針は次のとおりです。
　　(1)�当社グループの企業理念に沿って、当社グループ全体の企業価値の持続的な向上につながるインセン

ティブとして有効に機能する報酬体系とします
　　(2)優秀な人財の確保・維持を可能とする報酬水準とします
　　(3)各取締役に求められる役割・責任の大きさに応じた適正な報酬水準とします
　�　取締役（社外取締役を除きます。以下「社内取締役」といいます。）の報酬は、基本報酬（金銭報酬）と、
業績連動報酬としての短期インセンティブ（金銭報酬）および長期インセンティブ（株式報酬）により構成
するものとします。
　　社外取締役については、その役割と独立性の観点から基本報酬（金銭報酬）のみとします。

２．�基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時
期または条件の決定に関する方針を含む。）

　�　当社の取締役の基本報酬は、役位、職責ならびに業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案して決定し
た定額を月例報酬として支給するものとします。

３．�業績連動報酬（金銭報酬）に係る業績指標の内容および個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に
関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　�　当社の社内取締役の短期インセンティブは、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結営業利
益額および連結売上高営業利益率に比例して設定される指標係数を乗じて決定し、月例報酬として支給する
ものとします。

４．�非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法ならびに業績連動報酬等に係る業績指標の内
容の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　�　当社の社内取締役の長期インセンティブは、信託制度を利用した株式報酬（株式交付信託）とします。
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　�　本株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が社内取締役に
付与するポイントの数に相当する数の当社株式が当該信託を通じて社内取締役に対して交付されるもので
す。社内取締役に付与されるポイント数は、役位および経営目標の達成度等に応じて算定されます。
　�　経営目標の達成度等に応じて付与されるポイント数は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の
連結ROIC（投下資本利益率）、セメント製造に関わるエネルギー起源CO₂排出原単位、従業員エンゲージメ
ント指数および女性管理職比率の各項目に比例して設定される指標係数を乗じて決定します。
　�　なお、社内取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。ただし、社
内取締役が自己都合により退任する場合等には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅
し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとします。

５．金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　�　当社の社内取締役の報酬の構成比率は、役位ごとに定める基準額を基準とし、基本報酬（金銭報酬）70％、
短期インセンティブ（金銭報酬）15％、長期インセンティブ（株式報酬）15％を目安とします。

６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　�　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるも
のとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬（金銭報酬）および短期インセンティブ（金銭報酬）の額
の決定とします。
　�　取締役会は、取締役の報酬水準の妥当性および業績評価の客観性・透明性を確保する観点から、任意の委
員会である「指名・報酬委員会」（社内取締役1名、社外取締役3名、社外有識者1名で構成）を設置し、当
該委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行い
ます。上記の委任を受けた取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に基づく取締役会の決議に従い、取
締役の報酬を決定するものとします。
　�　各取締役の長期インセンティブ（株式報酬）については、取締役会が定める株式交付規程に基づき、その
内容が決定されるものとします。

以　上
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（1）事業の経過およびその成果
当期におけるわが国経済は、物価上昇の影響がみられたものの、雇用・所得環境の改善や経済対策等の効果もあ

り、緩やかな回復が続きました。

セメント業界におきましては、建設業界の慢性的な人手不足に加え、週休２日制浸透の影響により、官公需、民需

ともに減少したことから、セメント国内需要は、前期を6.5％下回る3,053万２千トンとなりました。一方、輸出は、

前期を7.1％上回りました。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売数量は、前期を3.8％下回る3,929万９

千トンとなりました。

このような情勢の中で、当社グループは、当期を最終年度とする「2023－25年度 中期経営計画」に基づき、「既

存事業収益改善」として、セメント事業収益力回復、次世代光通信部品の市場シェア獲得による収益改善、「成長基

盤構築」として、半導体製造装置向け電子材料事業へのリソース集中投入による規模拡大・収益力強化、海外事業拡

大（豪州事業）、脱炭素分野の新規事業開発、「経営基盤強化」として、人財戦略、研究開発戦略、知財戦略、DX戦

略に係る諸施策に取り組んでまいりました。

以上の結果、当期の売上高は、セメント事業、新材料事業等で増収となったことから、2,236億86百万円と前期実

績を1.9％上回りました。損益につきましては、セメント事業等で増益となったことから、経常利益は、144億５百

万円と前期に比べ50億38百万円の増益となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産の減損損失を特別損

失に計上したことなどから、112億14百万円と前期に比べ22億５百万円の増益となりました。

事業別の概況は、次のとおりであります。

2,194

93
90

144 1122,236 160

120

80

40

0

120

90

60

30

0

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,400

1,800

1,200

600

0

売上高 経常利益

第163期
（当期）

第162期 第163期
（当期）

第162期 第162期

 （億円）  （億円）  （億円）

第163期
（当期）

1．企業集団の現況に関する事項
事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
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8

31

1,564

173

235 18

14

1,587
54

175
29

230

主要な事業内容

セメント事業

主要な事業内容

鉱産品事業

主要な事業内容

建材事業

240

160

80

0

売上高

18

12

6

0

営業利益

1,800

1,200

600

0

売上高

第163期
（当期）

第162期 第163期
（当期）

第163期
（当期）

第162期 第163期
（当期）

第162期

第163期
（当期）

第162期 第163期
（当期）

第162期

第162期

54

36

18

0

営業利益

180

120

60

0

売上高

36

24

12

0

営業利益

ポルトランドセメント（普通、早強、中庸熱、低熱）、高炉セメント､フライ
アッシュセメント、セメント系固化材、生コンクリート、電力の供給、原燃
料リサイクル、エンジニアリング

石灰石、ドロマイト、タンカル、骨材、シリカ微粉

コンクリート構造物補修・補強（材料、工事）、各種混和材、重金属汚染対策材、
魚礁・藻場礁、電気防食工法、各種地盤改良工事、ＰＣ（製品、工事）、各種
ヒューム管

　セメントの国内販売数量が前期を下回ったものの、コストアップに対応し
た国内販売価格の値上げを実施したことなどから、売上高は、1,587億99
百万円と前期に比べ23億59百万円（1.5％）増となり、営業利益は、54億
95百万円と前期に比べ46億17百万円（526.0％）増となりました。

　製品の価格改定をしたことなどから、売上高は、175億５百万円と前期に
比べ１億37百万円（0.8％）増となったものの、採掘コストが増加したこと
などから、営業利益は、29億86百万円と前期に比べ１億62百万円（5.2％）
減となりました。

　コンクリート構造物補修・補強材および重金属汚染対策材の販売数量が減
少したことなどから、売上高は、230億20百万円と前期に比べ５億71百万
円（2.4％）減となり、営業利益は、14億80百万円と前期に比べ３億58百
万円（19.5％）減となりました。

 （億円）  （億円）

 （億円）  （億円）

 （億円）  （億円）
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25

△3

156 22

38 16

27

△0

180 24

35 13

主要な事業内容

光電子事業

主要な事業内容

新材料事業

27

18

9

0

売上高

16

8

0

△8

営業利益

第163期
（当期）

第162期 第163期
（当期）

第162期

第163期
（当期）

第162期第163期
（当期）

第162期

210

140

70

0

売上高

30

20

10

0

営業利益

光通信部品、光計測機器、光電子機器

各種セラミック製品、各種ナノ粒子材料、抗菌剤、化粧品材料、各種機能性
塗料、防汚塗料、熱線遮蔽塗料

　光計測機器の販売数量が増加したことなどから、売上高は、27億32百万
円と前期に比べ２億22百万円（8.9％）増となり、光通信部品のコスト削減
等により、損益は、前期に比べ２億98百万円の好転となったものの、56百
万円の営業損失となりました。

　半導体製造装置向け電子材料の品種構成の影響等により、売上高は、180
億74百万円と前期に比べ23億96百万円（15.3％）増となり、営業利益は、
24億79百万円と前期に比べ２億14百万円（9.5％）増となりました。

 （億円）  （億円）

 （億円）  （億円）

主要な事業内容

その他事業
売上高 営業利益

第163期
（当期）

第162期 第163期
（当期）

第162期

不動産賃貸、ソフトウエア開発

　ソフトウエアの販売が減少したことから、売上高は、35億53百万円と前
期に比べ３億23百万円（8.3％）減となり、営業利益は、13億93百万円と
前期に比べ２億23百万円（13.8％）減となりました。

 （億円）  （億円）
45

30
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0

18

12

6

0
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（2）設備投資等の状況
当期における設備投資の総額は、315億44百万円であり、その主な内容は、以下のとおりであります。

当社高知工場：石炭屋外備蓄ヤード設置工事	 （当期完了）

当社岐阜工場：排ガス処理設備（No.１キルン）更新工事	 （当期完了）

当社岐阜工場：排ガス処理設備（No.２キルン）更新工事	 （当期末現在継続中）

当社芝浦SS（サービス・ステーション）・東京エスオーシー㈱：当社芝浦SSおよび東京エスオーシー㈱芝浦工場	

設備等改修工事	 （当期末現在継続中）

当社新材料事業部：半導体製造装置向け電子材料生産能力増強（新製造棟建設他）工事	 （当期末現在継続中）

秋芳鉱業㈱：秋芳鉱山船積バース更新・延伸工事	 （当期末現在継続中）

当社直江津港SS：貯蔵、出荷設備等の設置工事	 （当期末現在継続中）

エスオーシーマリン㈱：石灰石専用船（13,000t積１隻）建造	 （計画確定）

（3）資金調達の状況
当期は、当社において次の社債の発行を行いました。

銘　柄 発行年月日 発行総額 利　率 償 還 期 限

第21回無担保普通社債 2025年６月12日 50億円 年1.524％ 2030年６月12日
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（4）対処すべき課題
＜経営方針＞
当社グループは、「私たちは、地球環境に配慮し、たゆまない技術開発と多様な事業活動を通じて、豊かな社会の

維持・発展に貢献する企業グループを目指します。」という企業理念のもと、セメントをはじめとする各種製品の安
定供給を推進するとともに、持続的発展のため、グループを挙げて事業拡大およびコスト削減等に取り組んでまいり
ます。
＜事業環境＞
今後のわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、

中東情勢や米国の通商政策の影響等による下押しリスクがあり、景気の先行きは予断を許さない状況にあります。
セメント業界におきましては、能登震災復興需要等により、官公需は、前年並みと見込まれ、また、人手不足や建

設コストの上昇等により、民需は、減少すると見込まれることから、セメント国内需要は、減少するものと思われま
す。
＜「2023－25年度 中期経営計画」の総括＞
当社グループは、中長期ビジョンとして2035年のありたい姿「SOC Vision2035」を定めました。本ビジョンに

おいては、環境解決をキーワードとして、持続的な成長を通じて、社会から必要とされる存在感のある会社となるこ
とを目指しており、その最初のステップとして、「2023－25年度 中期経営計画」を策定し、次のとおり取り組んで
まいりました。
①　既存事業収益改善
（イ）セメント事業収益力回復

適正価格の確保に努め、セメント工場における化石エネルギー代替物の増量を目的とした設備投資、輸送力の
確保に努めてまいりました。

（ロ）次世代光通信部品の市場シェア獲得による収益改善
次世代光通信部品の開発に取り組んでまいりました。

②　成長基盤構築
（イ）半導体製造装置向け電子材料事業へのリソース集中投入による規模拡大・収益力強化

新製造棟をはじめとする半導体製造装置向け電子材料の生産能力の増強および次世代半導体製造装置向け電子
材料の開発に取り組んでまいりました。
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（ロ）海外事業拡大
豪州ターミナル事業の収益安定化を進めるなど豪州事業の拡大に努めました。また、新たにフィリピンにおい

てセメント事業を行う企業に出資いたしました。
（ハ）脱炭素分野の新規事業開発

人工石灰石を使用した製品の開発等に取り組んでまいりました。
これらに加え、鉱産品事業は、秋芳鉱山船積バースの延伸を行い、鉱量確保のための新規鉱画開発を進め、継

続して事業の持続的な成長に取り組んでまいりました。建材事業は、都市部における建築物の土木工事の受注拡
大に努め、建設ICTにより更なる省力化と生産性向上に取り組んでまいりました。

③　経営基盤強化
（イ）人財戦略

人財基本方針を策定し、多様な人財の採用による人財確保や人財育成のための研修強化に取り組んでまいりま
した。

（ロ）研究開発戦略
高機能品事業分野、脱炭素分野の新規事業創出のための研究開発強化に努めてまいりました。

（ハ）知財戦略
知財スキル人財育成および知財情報解析の経営戦略への活用（IPランドスケープ）の推進に努めてまいりまし

た。
（ニ）DX戦略

AIを活用した業務ツールの試行、業務効率化に繋がるデジタル活用に取り組みました。デジタル推進部の新設
によるDX推進、サイバーセキュリティ対策の強化等、経営基盤強化に取り組んでまいりました。
これらの取り組みを行ったものの、セメント事業においては、当初の想定よりも国内需要が低迷したほか、人手不

足やインフレの加速、諸資材の高騰等の要因により、利益率は伸び悩みました。また、高機能品事業は、販売数量回
復の遅れにより、当初計画を下回りました。
その結果、ROE（自己資本当期純利益率）は、5.8％、ROIC（投下資本利益率）は、3.3％となりました。

＜「2026－28年度 中期経営計画」＞
当社グループは、「SOC Vision2035」の第２ステップとして事業ポートフォリオの変革推進をメインテーマに掲

げた「2026－28年度 中期経営計画」を策定いたしました。本中期経営計画では、前中期経営計画からの継続施策を
早期に成果に結びつけ、成長に向けた基盤の一層の強化および中長期ビジョンの達成を見据えた新規事業の始動を目
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的として、次のとおり取り組んでまいります。
①　事業ポートフォリオ変革による利益成長
（イ）セメント事業を中心とした既存事業の収益安定化

セメント国内需要の動向を踏まえ、適正価格の実現、コスト構造改革および生産・物流の全体最適化を通じ
て、収益力の安定化に取り組むとともに、製品および製造プロセスにおけるCO₂削減を図り、カーボンニュート
ラル施策を進めてまいります。

（ロ）成長分野の拡大（高機能品事業の利益成長）
高機能品事業について、半導体製造装置分野を中心に新製造棟の稼働を起点とした増産およびシェア拡大を推

進し、当社グループの成長分野として事業拡大と利益成長を目指してまいります。
（ハ）新規事業の始動

CO₂資源化（人工石灰石等）について、前中期経営計画で推進した研究・実証フェーズを踏まえて、新規事業
の事業化に向けた取り組みを進めてまいります。

②　事業ポートフォリオ変革を支える経営基盤の強化
事業ポートフォリオ変革による利益成長を確実なものとするため、資本コストを意識した経営を進め、資本効率

の向上および適切な財務・資本政策のため、以下の事項に取り組んでまいります。
（イ）適切な財務戦略・配当政策、政策保有株式の縮減
（ロ）事業別ROICによる事業別ポートフォリオ管理
③　事業ポートフォリオ変革を支える無形資産の成長

事業ポートフォリオ変革を支える基盤として、人的資本投資やDX投資の強化等を通じ、無形資産の成長に取り
組んでまいります。
これらの取り組みを通じて利益成長を図り、株主還元方針に沿って、安定配当を含めた持続的な株主還元を図ると

ともに、政策保有株式の売却を含む資産圧縮等による資本最適化を通じて、2028年度の数値目標として、ROE９％
以上およびROIC６％以上を目指してまいります。
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（5）財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区　　　　分 2022年度
（第160期）

2023年度
（第161期）

2024年度
（第162期）

2025年度
（当期）

売上高 （億円） 2,047 2,225 2,194 2,236

経常利益または経常損失（△） （億円） △� 78 84 93 144

親会社株主に帰属する当期純利益または当期純損失（△）（億円） △� 57 153 90 112

１株当たり当期純利益または当期純損失（△）（円） △� 166.79 447.85 270.37 349.58

総資産 （億円） 3,565 3,562 3,530 3,619

純資産 （億円） 1,845 1,967 1,936 1,979

（注）	1．2022年度（第160期）は、セメント事業、新材料事業等で増収となったことから、売上高は、増収と
なりましたが、損益は、セメント事業等で減益となったことから悪化し、経常損失および親会社株主に
帰属する当期純損失となりました。

	 2．2023年度（第161期）は、セメント事業等で増収となったことなどから、売上高は、増収となり、経
常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、好転となりました。

	 3．	2024年度（第162期）は、セメント事業および新材料事業で減収となったことから、売上高は、減収
となりましたが、セメント事業等で増益となったことから、経常利益は、増益となり、親会社株主に帰
属する当期純利益は、投資有価証券売却益が減少したことから、減益となりました。

	 4．2025年度（当期）は、前記（1）事業の経過およびその成果に記載いたしましたとおり、セメント事業、
新材料事業等で増収となったことから、売上高は、増収となり、経常利益および親会社株主に帰属する
当期純利益は、増益となりました。
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②　当社の財産および損益の状況の推移

区　　　　分 2022年度
（第160期）

2023年度
（第161期）

2024年度
（第162期）

2025年度
（当期）

売上高 （億円） 1,666 1,814 1,767 1,790

経常利益または経常損失（△） （億円） △� 125 36 42 91

当期純利益または当期純損失（△） （億円） △� 95 129 67 84

１株当たり当期純利益または当期純損失（△）（円） △� 278.13 378.56 204.08 263.83

総資産 （億円） 3,038 2,986 2,994 3,052

純資産 （億円） 1,387 1,471 1,416 1,423
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（6）重要な親会社および子会社の状況（2026年３月31日現在）
①　親会社との関係

該当する事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会　　　社　　　名 資　　本　　金
（百万円）

当社の出資比率
（％） 主 要 な 事 業 内 容

和歌山高炉セメント株式会社 450 66.7 高炉セメントの製造・販売

千代田エンジニアリング株式会社 304 91.8 電気設備工事および電気炉等の設
置工事

エ ス オ ー シ ー 物 流 株 式 会 社 300 100.0 内航海運業

株 式 会 社 エ ス テ ッ ク 300 100.0 地盤改良工事およびコンクリート
構造物補修工事

秋 芳 鉱 業 株 式 会 社 250 100.0 石灰石の採掘・販売
八 戸 セ メ ン ト 株 式 会 社 100 80.0 各種セメントの製造・販売

住友セメントシステム開発株式会社 100 70.0 ソフトウエアの開発・販売、シス
テムの開発・運用

北 浦 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 90 100.0 生コンクリート・セメント・その
他建材製品の販売

東 京 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 60 100.0 生コンクリートの製造・販売

泉 工 業 株 式 会 社 40 100.0
建材製品の製造・販売、建設発生
土・廃棄物の中間処理および木質チ
ップ等の製造・販売

ス ミ セ 建 材 株 式 会 社 40 100.0    生コンクリート・セメント・その他建材製品の販売
滋 賀 鉱 産 株 式 会 社 40 100.0 石灰石の採掘・販売
（注）	当社の出資比率については、間接保有分を含めて記載しております。
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（7）主要な営業所および工場（2026年３月31日現在）
①　当社

（イ）本社　　　　東京都港区

（ロ）支店
名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地

札 幌 支 店 北 海 道 札 幌 市 大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市
東 北 支 店 宮 城 県 仙 台 市 四 国 支 店 香 川 県 高 松 市
東 京 支 店 東 京 都 港 区 広 島 支 店 広 島 県 広 島 市
北 陸 支 店 石 川 県 金 沢 市 福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市
名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市

（ハ）セメント工場
名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地

栃 木 工 場 栃 木 県 佐 野 市 赤 穂 工 場 兵 庫 県 赤 穂 市
岐 阜 工 場 岐 阜 県 本 巣 市 高 知 工 場 高 知 県 須 崎 市

（ニ）石灰石事業所
名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地

山 口 事 業 所 山 口 県 長 門 市 小 倉 事 業 所 福 岡 県 北 九 州 市

（ホ）研究所
名　　　称 所　在　地 名　　　称 所　在　地

新 規 技 術 研 究 所 千 葉 県 船 橋 市 セメント・コンクリート
研 究 所 千 葉 県 船 橋 市

（注）	2026年４月１日付で新規技術研究所を高機能品研究所に改組いたしました。
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②　子会社
名　　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

和 歌 山 高 炉 セ メ ン ト 株 式 会 社 和 歌 山 県 和 歌 山 市
千 代 田 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 東 京 都 港 区
エ ス オ ー シ ー 物 流 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区
株 式 会 社 エ ス テ ッ ク 大 阪 府 大 阪 市
秋 芳 鉱 業 株 式 会 社 山 口 県 美 祢 市
八 戸 セ メ ン ト 株 式 会 社 青 森 県 八 戸 市
住 友 セ メ ン ト シ ス テ ム 開 発 株 式 会 社 東 京 都 港 区
北 浦 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 大 阪 府 大 阪 市
東 京 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 東 京 都 港 区
泉 工 業 株 式 会 社 栃 木 県 佐 野 市
ス ミ セ 建 材 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区
滋 賀 鉱 産 株 式 会 社 滋 賀 県 米 原 市
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（8）従業員の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

区　　　　分 従　業　員　数 対前期末増減
セ メ ン ト 事 業 1,829名 ＋49名
鉱 産 品 事 業 262名 ＋12名
建 材 事 業 338名 ＋９名
光 電 子 事 業 81名 －15名
新 材 料 事 業 258名 ＋20名
そ の 他 事 業 130名 ＋４名
全 社 （共 通） 147名 ＋14名

合　　　計 3,045名 ＋93名
（注）従業員数は、就業人員数であります。

②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 対前期末増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
1,364名 ＋52名 42.9歳 18.1年

（注）従業員数は、就業人員数であり、他社への出向者160名を含んでおりません。

（9）主要な借入先（2026年３月31日現在）

借　　　　　入　　　　　先 借入額
（億円）

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 82
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 52
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 46
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 46
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（1）発行可能株式総数 130,000,000株

（2）発行済株式の総数 32,068,117株（うち自己株式308,844株）

（3）株主数 21,999名

（4）大株主

株　　　　　主　　　　　名 持 株 数
（千株）

持株比率
（％）

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社（ 信 託 口 ） 4,395 13.8
NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE SILCHESTER INTERNATIONAL 
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 2,649 8.3

NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS 1,493 4.7
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（ 信 託 口 ） 1,296 4.1
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 1,272 4.0
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,103 3.5
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT 1,085 3.4
NORTHERN TRUST  CO.（AVFC） RE  I EDU UC ITS 
CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 905 2.9

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 852 2.7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 744 2.3

（注）�持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数（308,844株）を除いた数に基づき、算出しております。	
なお、自己株式数には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式36,100株および従業員向け
株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式31,908株は含まれておりません。

２．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
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（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社において導入している、職務執行の対価として会社役員に株式を交付する株式報酬制度の内容は、以下のとお

りであります。

当社は、2020年６月26日開催の当社第157回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、当社の取締

役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）を対象に、新たに株式報酬制度（信託制度を利用し

た株式報酬（株式交付信託））を導入いたしました。

本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを

株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としてお

ります。

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、

当社が対象取締役に役位等に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて対象取締役に対

して交付される、という株式報酬制度であります。本制度の対象期間（2020年６月26日開催の当社第157回定時株

主総会終結の時から2023年６月の当社定時株主総会終結の時までの約３年間）中に、本制度に基づき当社株式を取

締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、当社が本信託に拠出する金銭は、合計金150百万円を上限

としております。当社が対象取締役に付与するポイントの総数は、１事業年度あたり10,000ポイントを上限（１ポ

イントは当社株式１株とします。）とし、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時

としております。

また、本制度は、対象期間満了の都度、当社取締役会の決定により、対象期間を３年以内の期間を定めて延長する

とともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を

移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。）、継続することがあります。

この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資

金として、当該延長分の対象期間の年数に金50百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出すること

としております。なお、当社は、本制度の対象期間を2026年６月まで延長することについて、2023年５月30日開

催の取締役会において決議しており、2029年６月まで延長することについて、2026年２月27日開催の取締役会に

おいて決議しております。
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＜対象取締役に交付した当社株式の区分別合計＞

当事業年度中に交付した当社株式はありません。

（注）�当社は、2020年５月22日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役を兼務しない執行役員（以下「執行
役員」といいます。）に対しても、対象取締役に対するものと同様の株式報酬制度（信託制度を利用した株
式報酬（株式交付信託））を導入しており、執行役員も対象取締役と同様に、本信託の受益者となります。
また、当社は、執行役員に対して交付するための株式取得資金につきましても併せて信託しております。な
お、当社株式の交付を受ける時期は、原則として執行役員の退任時としております。

（6）その他株式に関する重要な事項
①　2025年５月13日開催の取締役会決議により取得した自己株式

（イ）取得理由	 資本効率の向上を通じた株主の皆様への利益還元を図るため

（ロ）取得した株式の種類	 当社普通株式

（ハ）取得した株式の総数	 1,298,900株

（ニ）取得価額の総額	 4,999,784,963円

（ホ）取得期間	 2025年５月14日から2025年９月22日

（ヘ）取得方法	 東京証券取引所における市場買付

②　2025年12月19日開催の取締役会決議により消却した自己株式

（イ）消却した株式の種類	 当社普通株式

（ロ）消却した株式の数	 1,168,900株

（ハ）消却した日	 2025年12月26日
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（1）取締役および監査役の氏名等
（2026年３月31日現在）

地　　　　　位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 関　根　福　一 ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役
（監査等委員）

※取 締 役 社 長 諸　橋　央　典

※取 締 役
専 務 執 行 役 員 土　井　良　治 サステナビリティ推進部、

セメント・コンクリート研究所　各担当
取 締 役
専 務 執 行 役 員 関　本　正　毅 法務部、企画部、管理部、

デジタル推進部　各担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 小　野　昭　彦

光電子事業部、新材料事業部、
新規技術研究所、
高機能品事務所　各担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 福　嶋　達　雄 不動産部、セメント営業管理部、物流部、

建材事業部　各担当
取 締 役 牧　野　光　子
取 締 役 稲　川　龍　也
取 締 役 森　戸　義　美
監 査 役 （常 勤） 起　塚　岳　哉
監 査 役 （常 勤） 山　﨑　正　裕
監 査 役 保　坂　庄　司
監 査 役 三　井　　　拓
監 査 役 池　田　敬　二

（注）1．※印表示は、代表取締役を示します。
2．取締役のうち牧野光子、稲川龍也および森戸義美の３氏は、社外取締役であります。
3．監査役のうち保坂庄司、三井拓および池田敬二の３氏は、社外監査役であります。
4．取締役稲川龍也および監査役三井拓の両氏は、弁護士であります。
5．監査役起塚岳哉氏は、当社の経理・財務部門における業務経験を有しており、監査役保坂庄司氏は、公
認内部監査人の資格を有しており、監査役池田敬二氏は、公認会計士の資格を有しており、それぞれ財
務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

6．取締役牧野光子氏、取締役稲川龍也氏、取締役森戸義美氏、監査役保坂庄司氏、監査役三井拓氏および
監査役池田敬二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3．会社役員に関する事項
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7．当事業年度末日後に生じた取締役の地位、担当および重要な兼職の状況の異動は、以下のとおりであり
ます。

氏　　　名 地位、担当および重要な兼職の状況 異動年月日異　動　後 異　動　前

小　野　昭　彦

取締役常務執行役員
高機能品事務所、高機能品事業
部、高機能品研究所
各担当、
高機能品事業本部長

取締役常務執行役員
光電子事業部、新材料事業部、
新規技術研究所、
高機能品事務所　各担当

2026年４月１日

関　根　福　一 取締役相談役 取締役会長 2026年４月１日

福　嶋　達　雄
取締役
東京エスオーシー株式会社
取締役社長

取締役常務執行役員
不動産部、セメント営業管理部、
物流部、建材事業部　
各担当

2026年４月１日
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[取締役を兼務しない執行役員の氏名等]
（2026年３月31日現在）

地　　　位 氏　　　名 担　　　　　　　　当

常 務 執 行 役 員 小　堺　規　行 サステナビリティ推進部、
セメント・コンクリート研究所　各担当

常 務 執 行 役 員 細　田　啓　介 生産技術部、設備部、環境事業部　各担当
常 務 執 行 役 員 橋　本　康太郎 総務部、人事部、鉱産品事業部　各担当
常 務 執 行 役 員 眞　鍋　良　彦 国際部、資材部　各担当
執 行 役 員 柳　町　ともみ 内部監査部長
執 行 役 員 久　光　崇　之 東京支店長
執 行 役 員 山　中　克　浩 大阪支店長
執 行 役 員 中別府　哲　也 知的財産部担当、知的財産部長
執 行 役 員 横　堀　哲　生 生産技術部担当、生産技術部長
執 行 役 員 今　井　知　足 サステナビリティ推進部担当、サステナビリティ推進部長
執 行 役 員 永　江　謙　一 管理部担当、管理部長
執 行 役 員 三　谷　賢　司 環境事業部担当、環境事業部長

（注）2026年４月１日以降の取締役を兼務しない執行役員の氏名等は、以下のとおりであります。
地　　　位 氏　　　名 担　　　　　　　　当

常 務 執 行 役 員 小　堺　規　行 サステナビリティ推進部、建材事業部、
セメント・コンクリート研究所　各担当

常 務 執 行 役 員 橋　本　康太郎 総務部、不動産部、人事部、鉱産品事業部　各担当

常 務 執 行 役 員 眞　鍋　良　彦 国際部、資材部、セメント統括部、セメント営業部、
物流部　各担当、セメント事業本部長

常 務 執 行 役 員 横　堀　哲　生
企画部、デジタル推進部、エンジニアリング部、
セメント統括部、生産技術部、設備部、環境事業部　各担当、
セメント事業本部副本部長兼セメント統括部長

執 行 役 員 山　中　克　浩 東京支店長
執 行 役 員 中別府　哲　也 知的財産部担当、知的財産部長
執 行 役 員 今　井　知　足 サステナビリティ推進部担当、サステナビリティ推進部長
執 行 役 員 永　江　謙　一 管理部担当、管理部長
執 行 役 員 三　谷　賢　司 環境事業部担当、環境事業部長
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外役員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損

害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、全ての取締役、監査役および執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。

保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。

当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、または、当該責任の追及に

係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行

為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

当該保険契約には免責額の定めが設けられており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととさ

れています。

このように免責事由および免責額の定めを設けることにより、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を

講じています。

（4）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
①　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

（イ）当該方針の決定の方法

　中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、かつ、当社の経営目標達成および株式価値との連動性を確

保した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会の任意の諮問

機関である「指名・報酬委員会」にその検討を諮問し、その答申を踏まえ、取締役会において決定方針を決議い

たしました。

（ロ）当該方針の内容の概要

1）基本方針

　当社の取締役の報酬は、当社の経営目標達成および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の

向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、固定報酬としての基本報酬（金銭報酬）と、業績連動報

酬としての短期インセンティブ(金銭報酬)および長期インセンティブ(株式報酬)により構成するものとし、社

外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとします。
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2）�基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期

または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、役位、職責ならびに業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案して決定し、

月例の固定報酬として支給するものとします。

3）�業績連動報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える

時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役（社外取締役を除きます。）の業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年

度の連結営業利益に比例して設定される指標係数を乗じて決定し、月例報酬として支給するものとします。

4）�非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期また

は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役(社外取締役を除きます。)の非金銭報酬は、信託制度を利用した株式報酬（株式交付信託）と

します。

　本株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が対象取締役に役

位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が当該信託を通じて対象取締役に対して交付される

もので、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。

5）金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　当社の取締役（社外取締役を除きます。）の報酬の構成比率は、役位ごとに定める基準額を基準とし、基本

報酬（金銭報酬）70％、短期インセンティブ（金銭報酬）20%、長期インセンティブ（株式報酬）10％を目

安とします。

6）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるもの

とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬（金銭報酬）および短期インセンティブ（金銭報酬）の額の決

定とします。

　取締役会は、取締役の報酬水準の妥当性および業績評価の客観性・透明性を確保する観点から、任意の委員

会である「指名・報酬委員会」（社内取締役１名、社外取締役３名、社外有識者１名で構成）を設置し、当該

委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行いま

す。上記の委任を受けた取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に基づく取締役会の決議に従い、取締役
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の報酬を決定するものとします。

（ハ）当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」が業績や今後の持続的成長への貢

献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行い、取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に

基づく取締役会の決議に従い、取締役の個人別の報酬額を決定しており、決定方針に沿うものであると判断して

おります。

（ご参考）
　当社は、2026年２月27日開催の取締役会において、2026年４月以降の取締役の株式報酬制度の一部変更に

ついて、2026年６月開催予定の当社第163回定時株主総会において承認可決されることを前提に、当社取締役

の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定することを決議いたしました。

　当該決議にあたっては、「指名・報酬委員会」へ諮問し、答申を受けております。変更点は次のとおりです。

　改定後の当社取締役（社外取締役を除きます。）の報酬は、基本報酬（金銭報酬）と、業績連動報酬としての短

期インセンティブ（金銭報酬）および長期インセンティブ（株式報酬）により構成するものとし、報酬の構成比

率は、基本報酬（金銭報酬）70％、短期インセンティブ（金銭報酬）15％、長期インセンティブ（株式報酬）

15％を目安とします。

　基本報酬（金銭報酬）については、現行と同様、役位、職責ならびに業績や今後の持続的成長への貢献度等を

勘案して決定する定額の月例報酬とし、短期インセンティブ（金銭報酬）については、役位に応じて設定される

基準額に、各事業年度の連結営業利益額および連結売上高営業利益率に比例して設定される指標係数を乗じて決

定する月例報酬とします。

　また、長期インセンティブ（株式報酬）については、現行の信託制度を利用した株式報酬（株式交付信託）とし、

役位および経営目標の達成度等に応じて算定されます。
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②　取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　当社の取締役の金銭報酬の額は、1994年６月29日開催の当社第131回定時株主総会において、月額40百万円以
内（使用人兼務取締役の使用人としての給与は含みません。）として株主の皆様のご承認をいただいております。当
該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、22名であります。また、前記２．会社の株式に関する事項に記載いた
しましたとおり、当該金銭報酬とは別枠で、2020年６月26日開催の当社第157回定時株主総会において、当社の
取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、株式報酬制度（信託制度を利用した株式報酬（株式交付信託））の導
入について株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除きま
す。）の員数は、６名であります。
　当社の監査役の金銭報酬の額は、1992年６月26日開催の当社第129回定時株主総会において、月額６百万円以
内として株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、３名でありま
す。

③　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長諸橋央典がその具体的内容について委任
を受けることとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬（金銭報酬）の額の決定としております。
　取締役社長に権限を委任した理由は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案したうえで審議した「指名・
報酬委員会」の答申に基づいた取締役会の決議に従い、取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定することが最
も適していると判断したためであります。

④　取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

326
(32)

262
(32)

46
(―)

17
(―)

９
(３)

監査役
（うち社外監査役）

60
(25)

60
(25) ― ― ５

(３)

（注）1．�業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結営業利益であり、当該指標を
選択した理由は、連結営業利益が当社の企業価値の増大および役員の業績向上に対するモチベーション
の向上を図るインセンティブとして明確な指標となると判断しているからであります。また、業績連動
報酬等の額の算定方法は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結営業利益に比例して設
定される指標係数を乗じて決定するものであり、当事業年度の報酬算定の基礎となる前事業年度（第
162期）における連結営業利益は93億51百万円であります。

2．上記の非金銭報酬等の額は、信託制度を利用した株式報酬制度（株式交付信託）の当事業年度の引当金
計上額を記載することとしております。なお、当該株式報酬制度の内容およびその交付状況は、前記２．
会社の株式に関する事項に記載したとおりであります。
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（5）社外役員に関する事項
①　取締役　牧野　光子 

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況、発言状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

　当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、経営者への取材や企業における安全教育・コミュニケー

ション研修等を行ってきた幅広い経験と、建設・土木関連の安全教育に携わってきたことによる優れた見識に

基づき、取締役会における意思決定の適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、当社

の取締役および執行役員の報酬および人事について客観性・透明性を確保するために設置した任意の委員会で

ある「指名・報酬委員会」３回の全てに出席することなどにより、独立した客観的立場から当社の取締役およ

び執行役員の人事案、社長等の後継者計画ならびに報酬の決定に関する方針および報酬案について審議するな

ど、経営陣の監督に務めております。

②　取締役　稲川　龍也 

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況、発言状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

　当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、広島高等検察庁等の検事長を歴任されたことや他の会社

の社外監査役を務められたことによる優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性

を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、当社の取締役および執行役員の報酬および人事に

ついて客観性・透明性を確保するために設置した任意の委員会である「指名・報酬委員会」３回の全てに出席

することなどにより、独立した客観的立場から当社の取締役および執行役員の人事案、社長等の後継者計画な

らびに報酬の決定に関する方針および報酬案について審議するなど、経営陣の監督に務めております。

49

010_0314701102606.indd   49010_0314701102606.indd   49 2026/05/20   14:44:302026/05/20   14:44:30



③　取締役　森戸　義美

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況、発言状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

　当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、株式会社関電工の取締役社長等を務められたことによる

経営者としての優れた見識と幅広い経験を生かし、取締役会における意思決定の適正性を確保するために必要

な発言を適宜行っております。また、当社の取締役および執行役員の報酬および人事について客観性・透明性

を確保するために設置した任意の委員会である「指名・報酬委員会」３回の全てに出席することなどにより、

独立した客観的立場から当社の取締役および執行役員の人事案、社長等の後継者計画ならびに報酬の決定に関

する方針および報酬案について審議するなど、経営陣の監督に務めております。

④　監査役　保坂　庄司

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

　当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行

っております。

⑤　監査役　三井　拓

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

　当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行

っております。

⑥　監査役　池田　敬二

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

　当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行

っております。
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（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬 76百万円

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 77百万円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額には、これらの合計額を記載しており
ます。

2．監査役会は、会計監査人および関係部署からの報告の聴取および必要な資料の入手を通じて、会計監査人の
監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、
会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「社債発行に伴

うコンフォートレター作成業務」を委託しております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による解任のほか、会計監査人が適切な監査を遂行することが困難

であると認められる場合等その必要があると判断するときは、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定い

たします。

（注）本事業報告に記載しております数値は、金額および株式数については表示単位未満の端数を切り捨て、その他

は四捨五入により表示しております。

4．会計監査人の状況
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（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科目
当期

2026年３月31日現在

前期
（ご参考）

2025年３月31日現在

資産の部
流動資産  103,655   104,143

現金及び預金  16,633   16,554
受取手形、売掛金及び契約資産  42,120   40,992
電子記録債権  8,968   7,912
商品及び製品  10,940   11,241
仕掛品  66   70
原材料及び貯蔵品  22,018   23,482
短期貸付金  518   377
その他の流動資産  2,422   3,553
貸倒引当金 △� 33   △� 39

固定資産   258,324 248,886
有形固定資産  194,404   191,789
建物及び構築物  56,024   51,731
機械装置及び運搬具  64,299   66,087
土地  39,121   39,067
建設仮勘定  16,483   16,280
その他の有形固定資産  18,476   18,623
無形固定資産  3,448   3,467
のれん ― 31
その他の無形固定資産  3,448   3,435
投資その他の資産  60,472 53,629
投資有価証券  43,731   39,372
長期貸付金  4,043   4,305
繰延税金資産  1,000   1,014
退職給付に係る資産  5,815 4,171
その他の投資  6,022   4,831
貸倒引当金 △� 140   △� 66

資産合計 361,980 353,029  

単位：百万円

科目
当期

2026年３月31日現在

前期
（ご参考）

2025年３月31日現在

負債の部
流動負債  86,350   83,742

支払手形及び買掛金  27,590   28,266
電子記録債務  2,378   2,356
短期借入金  17,809   18,822
コマーシャル・ペーパー  2,000   5,000
1年内返済予定の長期借入金  9,672   8,648
1年内償還予定の社債  5,000   ―
未払法人税等  4,062   1,685
賞与引当金  2,823   2,688
その他の流動負債  15,013   16,275

固定負債  77,680 75,626
社債  25,000   25,000
長期借入金  26,940   25,863
繰延税金負債  10,383 9,558
役員退職慰労引当金  125   125
株式給付引当金  163   127
PCB廃棄物処理費用引当金 ― 1
退職給付に係る負債  1,023   1,013
資産除去債務  269   263
その他の固定負債  13,775   13,672

負債合計  164,031 159,369
純資産の部
株主資本  173,217 170,865
資本金  41,654   41,654
資本剰余金  10,468   10,466
利益剰余金  122,541   119,737
自己株式 △� 1,446   △� 992

その他の包括利益累計額 22,088 20,231
その他有価証券評価差額金  19,560   18,394
為替換算調整勘定  403   451
退職給付に係る調整累計額 2,124 1,385

非支配株主持分  2,642   2,562
純資産合計  197,948   193,660
負債・純資産合計 361,980 353,029

連結貸借対照表
連結計算書類
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単位：百万円

科目
当期

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー  34,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △	28,566

財務活動によるキャッシュ・フロー △	 5,954

現金及び現金同等物に係る換算差額 59

現金及び現金同等物の期首残高 16,511

現金及び現金同等物の期末残高 16,588

単位：百万円

科目
当期

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

前期
（ご参考）

2024年４月１日から
2025年３月31日まで

売上高  223,686 219,465
売上原価  167,034 169,388

売上総利益  56,651 50,077
販売費及び一般管理費  43,003 40,725

営業利益  13,648 9,351
営業外収益  2,914 2,273
受取利息及び配当金  1,218 1,438
為替差益  301 ―
持分法による投資利益  265 ―
受取賃貸料  145 188
その他の営業外収益  983 645

営業外費用  2,157 2,258
支払利息  1,279 1,029
為替差損 ― 516
持分法による投資損失 ― 0
その他の営業外費用  877 711

経常利益  14,405 9,367
特別利益  5,924 4,436
固定資産売却益  458 75
投資有価証券売却益  5,465 4,361

特別損失  4,288 1,030
固定資産除却損  777 1,013
固定資産売却損  1 2
減損損失  3,243 14
その他の特別損失  265 ―

税金等調整前当期純利益  16,041 12,773
法人税、住民税及び事業税  4,745 2,542
法人税等調整額 △� 83 1,022
当期純利益  11,378 9,208
非支配株主に帰属する当期純利益  164 200
親会社株主に帰属する当期純利益 11,214 9,008
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨(ご参考)連結損益計算書
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科目
当期

2026年３月31日現在

前期
（ご参考）

2025年３月31日現在

資産の部
流動資産  75,119   74,988

現金及び預金  13,334   12,886
受取手形  580   1,209
売掛金  27,482   24,764
電子記録債権  3,364   2,621
商品及び製品  9,191   9,488
仕掛品  7   ―
原材料及び貯蔵品  17,331   18,744
前払費用  246   295
短期貸付金  3,784   3,865
その他の流動資産  1,256   2,438
貸倒引当金 △	 1,460   △	 1,326

固定資産  230,120   224,452
有形固定資産  160,471   158,585
建物  18,702   19,309
構築物  25,424   24,319
機械及び装置  45,864   47,412
車両運搬具  16   7
工具、器具及び備品  753   743
原料地  15,753   15,880
土地  36,431   36,411
リース資産  1,495   1,546
建設仮勘定  16,029   12,953
無形固定資産  2,415   2,481
借地権  48   48
鉱業権  595   598
ソフトウェア  1,569   1,436
その他の無形固定資産  201   398
投資その他の資産  67,233   63,385
投資有価証券  36,624   32,747
関係会社株式  11,079   11,096
関係会社出資金  261   261
長期貸付金  14,339   15,591
長期前払費用  1,856   1,113
前払年金費用  2,007   1,523
その他の投資  1,211   1,235
貸倒引当金 △	 148   △	 183

資産合計  305,239   299,440

単位：百万円

科目
当期

2026年３月31日現在

前期
（ご参考）

2025年３月31日現在

負債の部
流動負債  95,173   89,711

買掛金  19,010   19,045
短期借入金  43,446   42,026
コマーシャル・ペーパー  2,000   5,000
1年内返済予定の長期借入金  7,583   7,073
1年内償還予定の社債  5,000   ―
未払金  13,139   13,573
未払費用  615   578
未払法人税等  2,432   634
預り金  168   106
賞与引当金  1,574   1,518
その他の流動負債  203   155

固定負債  67,694   68,084
社債  25,000   25,000
長期借入金  21,605   22,642
繰延税金負債  8,129   7,642
長期預り金  9,322   9,151
株式給付引当金  163   127
ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 ― 1
資産除去債務  191   187
その他の固定負債  3,281   3,331

負債合計  162,868   157,796
純資産の部
株主資本  122,925   123,326
資本金  41,654   41,654
資本剰余金  10,413   10,413
資本準備金  10,413   10,413
利益剰余金  72,303   72,251
その他利益剰余金  72,303   72,251
探鉱準備金 ― 10
固定資産圧縮積立金  1,795   1,869
別途積立金　　  25,097   25,097
繰越利益剰余金  45,411   45,273

自己株式 △	 1,446   △	 992
評価・換算差額等  19,445   18,318
その他有価証券評価差額金  19,445   18,318

純資産合計  142,371   141,644
負債・純資産合計  305,239   299,440

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表
計算書類
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単位：百万円

科目
当期

2025年４月１日から2026年３月31日まで

前期
（ご参考）

2024年４月１日から2025年３月31日まで

売上高 179,093 176,773
売上原価 139,205 142,343

売上総利益 39,887 34,429
販売費及び一般管理費 32,899 31,404

営業利益 6,987 3,025
営業外収益 4,205 3,457
受取利息及び配当金  2,964 3,048
為替差益  299 ―
その他の営業外収益  940 409

営業外費用 2,078 2,242
支払利息  1,339 993
為替差損 ― 517
その他の営業外費用  739 731

経常利益 9,114 4,240
特別利益  5,730 4,398
固定資産売却益  424 36
投資有価証券売却益  5,306 4,361

特別損失  4,000 1,015
固定資産除却損  682 999
固定資産売却損  1 1
減損損失  3,138 14
その他の特別損失 177 ―

税引前当期純利益  10,843 7,623
法人税、住民税及び事業税  2,424  523
法人税等調整額 △	 43 299
当期純利益  8,463 6,799
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書
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独立監査人の監査報告書
2026年５月11日

住友大阪セメント株式会社
　取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 　 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小宮山　高　路

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、住友大阪セメント株式会社の2025年４月１日
から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、住友大阪セメント株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 
監査報告書
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を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・�　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・�　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2026年５月11日

住友大阪セメント株式会社
　取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 　 聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小宮山　高　路

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、住友大阪セメント株式会社の2025年４
月１日から2026年３月31日までの第163期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監
査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書 
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

59

010_0314701102606.indd   59010_0314701102606.indd   59 2026/05/20   14:44:302026/05/20   14:44:30



監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第163期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて、子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いた
しました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表） 及びその附属明細書
並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書 
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2.　監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

　　　2026年５月11日
住友大阪セメント株式会社　監査役会
監査役(常勤) 起 塚 岳 哉 ㊞
監査役(常勤) 山 﨑 正 裕 ㊞
社外監査役 保 坂 庄 司 ㊞
社外監査役 三 井 　 拓 ㊞
社外監査役 池 田 敬 二 ㊞

以　上
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〒105-8641 東京都港区東新橋一丁目９番２号
Tel. 03（6370）2700（代表） 環境に配慮した植物油インキを

使用しています。
見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
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世界貿易
センタービル
（工事中）

世界貿易
センタービル
（工事中）

日本生命浜松町クレアタワー 5階 浜松町コンベンションホール 大ホール
東京都港区浜松町二丁目3番1号

交通

会場

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■ 大江戸線　■ 浅草線　　　大門駅（B5出口）より直結

■ JR線　■ 東京モノレール　浜松町駅（北口）より徒歩2分
（QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

QRコードを読み取って
いただくことでGoogleMapが
起動します。
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